
○湖南衛生組合職員身元保証規程 

昭和41年4月1日

規程第2号

第1条 本組合の一般職の職員を採用するときは、管理者は本人をして、身元保証人1人(管理者

が必要と認める場合は2人以上)を立て別紙様式による保証書を提出させなければならない。 

2 前項の保証者は3年毎に更新させ、または新たに身元保証人を立て提出させなければならな

い。 

第2条 身元保証人は、相当保証力のある東京都の区域内に居住する民法上の能力者でなければ

ならない。ただし、現に組合の職員である者は、保証人になることはできない。 

2 保証人は、同時に2人以上の職員の保証人となることはできない。 

第3条 身元保証人の本籍、住所又は、職業に異動があつたときは、本人より保証書の保管者に

届け出なければならない。 

第4条 本人において、その身元保証人が第2条の資格に該当しないと認めたときは、新たに適当

な身元保証人を立て保証書を提出しなければならない。 

2 管理者において、身元保証人が第2条の資格に該当しないと認めたときは、本人をして新たに

適当な身元保証人を立て保証書を提出させなければならない。 

第5条 保証書は、本人の在職中保管しなければならない。 

付 則 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

2 この規程施行の際、既に身元保証書を提出している職員については、この規程によつて身元

保証書を提出したものとみなす。 

別紙様式 
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